
（１）令和7年２月５日 公益社団法人 沖縄市シルバー人材センター （第２０９号）

蛇パワーで健康維持し、安全就業を！

連合と合同安全パトロール実施

2025年、最初となる連合との合同安全・適正就業パトロールが1月10日、県管理倉敷ダム(渡邊グ
ループ)と倉浜衛生施設組合倉浜構内(知念グループ)の2ヵ所で行われた。連合の我那覇宗孝指導

員は、「冷たい北風が吹いて、さらに寒さが増している状況下での作業、大変お疲れ様です。日

頃から休息、睡眠、食事等をバランスよく取り入れて、体調管理に心掛けて、無事故な年を送っ
て欲しい」と話した。大城博副理事長は、「日頃から安全を意識して作業に取り組んでいること

に感謝すると共に、巳年の今年は、脱皮を繰り返す蛇の如く、新しいことのスターや成長をイメー
ジさせるので、蛇パワーで健康を維持し、安全就業に務めてもらいたい」と激励した。

渡邊グループ ＝倉敷ダム＝知念グループ ＝倉浜管理事務所＝
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1月末現在の会員数501人

シルバー人材センターの理念

自 主 自分のものとして考え

共 働 一緒になって働き

自 立 自分たちの力で育てる

共 助 お互いに助け合う
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第
11

回
理
事
会

第
11
回
理
事
会
が
1
月
21
日
、
シ
ル
バ
ー
ワ
ー

ク
プ
ラ
ザ
大
会
議
室
で
開
催
さ
れ
た
。

議
案
第
１
号
「
正
会
員
の
入
会
」
に
つ
い
て

は
、
2
人
（
女
性
１
人
・
男
性
１
人
）
が
承
認

さ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
1
月
21
日
現
在
の
会
員

数
は
５
０
１
人
（
女
性
１
６
３
人
・
男
性
３
３

８
人
）
と
な
っ
た
。
な
お
、
12
月
退
会
者
数
は

４
人
。

令
和
６
年
12
月
の
主
な
実
績
で
は
、
会
員
数

４
９
９
人
で
４
０
人
の
減
（
▲
９
％
）
、
就
業

実
人
員
２
７
４
人
で
１
６
人
の
減
（
▲
６
％
）
、

就
業
延
人
員
３
０
５
１
人
で
２
４
１
人
の
増

（
９
％
）
、
配
分
金
約
１
５
９
４
万
円
で
約
１

２
万
円
の
減
（
▲
１
％
）
、
契
約
金
額
約
１
９

８
３
万
円
で
約
９
万
円
の
増
（
１
％
）
と
な
っ

た
。
（
い
ず
れ
も
対
前
年
度
同
月
比
）

入会案内・就業相談窓口について

◇曜日：月曜日から金曜日まで

◇時間：10時～4時まで

場所◇シルバーワークプラザ
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令

和

７

年

度

正

会

員

登
録
手
続
き
の
ご
案
内

令
和
７
年
度
（
令
和
７
年
４
月
１
日
～
令
和

８
年
３
月
31
日
）
の
会
員
登
録
更
新
の
時
期
が

参
り
ま
し
た
。
会
費
３
，
０
０
０
円
を
期
限
内

に
納
入
し
、
更
新
手
続
き
を
し
て
頂
き
ま
す
よ

う
ご
案
内
申
し
上
げ
ま
す
。

・
会
費
納
入
期
限

令
和
７
年
３
月
29
日

シルバー人材センターで得た配分金収入（雑所得）に対する所得税の取扱いは、次の通りとなります。

【例 1】センターからの配分金以外に所得税の対象となる所得が全くない会員（65歳未満）の場合

配分金額80万円（年間）－必要経費控除（特例）55万円－基礎控除48万円＝所得課税≦０

この場合、税務署への確定申告は不要となりますが、市県民税の申告は必ず行ってください。

【例 2】センターからの配分金以外に他の公的年金等を受給している会員（65歳以上）の場合

［配分金－必要経費控除（特例）55万円＋（公的年金等－公的年金等控除）]

－［（基礎控除48万円＋その他の所得控除）]×適用税率＝所得税額

（注）上記2例中（必要経費控除）の額については、配分金が55万円未満の場合はその配分金相当額と

なります。

なお、配分金・公的年金以外の「雑所得」「事業所得」又は「給与所得」のある方については、

例1、例2の取扱いとは異なりますので、最寄りの税務署にお問合わせ下さい。

☆ 公的年金等に係る所得金額

センターに加入している会員の方々には公的年金を受給している人も多いと思われますが、公的

年金等も所得税法上は雑所得となります。

☆ 公的年金等の収入に対する所得金額は下記のとおりです。

◎ 65歳未満の人（昭和35年1月2日以降生まれた人） ◎ 65歳以上の人（昭和35年1月1日以前生まれた人）

公的年金等の収入額 公的年 金等控除額

70万円超130万円未満 70万円

130万円～410万円未満 年金収入×0.75-37.5万円

410万円～770万円未満 年金収入×0.85-78.5万円

770万円～ 年金収入×0.95-155.5万円

公的年金等の収入額 公的年金 等控除額

120万円超330万円未満 120万円

330万円～410万円未満 年金収入×0.75-37.5万円

410万円～770万円未満 年金収入×0.85-78.5万円

770万円～ 年金収入×0.95-155.5万円

＊ 年金所得者の申告手続きが簡素化されます＊

その年において公的年金等に係る雑所得を有する居住者で、その年中の公的年金等の収入金

額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円を

超えない場合には、その年分の所得税について確定申告を提出することを要しないこととされ

ました。ただし、この場合でも住民税の申告は必要です。

配分金収入等に対する所得税の取り扱いについて

配
分
金
支
払
証
明
書
の

受
け
取
り
に
つ
い

て

所
得
税
申
告
等
に
必
要
な
「
令
和
６

年
分

配
分
金
支
払
証
明
書
」
は
事
務

局
に
準
備
し
て
い
ま
す
の
で
、
必
ず
受
け

取
っ
て
く
だ
さ
い
。

会
員
の
皆
様
か
ら
「
ゆ
ん
た
く
」

へ
投
稿
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す

広
報
づ
く
り
の
一
環
と
し
て
、
ゆ
ん
た
く

広
報
へ
会
員
か
ら
の
投
稿
を
お
待
ち
し
て
い

ま
す
。
随
筆
、
川
柳
・
俳
句
か
ら
ス
ナ
ッ
プ

シ
ョ
ッ
ト
ま
で
何
で
も
構
い
ま
せ
ん
。

よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。
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◇２月の予定◇

仲間を募集しています！

・
毎
日
午
前
10
時

新
会
員
入
会
説
明
会

・
18
日
（
火
）
午
前
10
時

第
12
回
理
事
会

～

全
国
統
一
ス
ロ
ー
ガ
ン

～

「

安
全
は

無
理
せ
ず

焦
ら
ず

油
断
せ
ず

」


